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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２６年９月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                       委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年１２月１０日 ０４時１０分ごろ 

発生場所 和歌山県串本
くしもと

町大
おお

島北方沖 

串本町所在の樫野
か し の

埼灯台から真方位３３５°２.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°３０.６′ 東経１３５°５０.４′） 

事故調査の経過  平成２５年１２月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 303 WOOSUN
ウ ー ス ン

HO
ホ

（大韓民国籍）、３１８トン 

   ７５２２８６３（ＩＭＯ番号）、CHOYANG SHIPPING CO.,LTD  

   ３０.７５ｍ（Lr）×９.５０ｍ×４.４６ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２,３５３kＷ、１９７６年１月１日 

Ｂ 引船 301 WOOSUN
ウ ー ス ン

HO
ホ

（大韓民国籍）、１６０トン 

   ８８２４４６４（ＩＭＯ番号）、CHOYANG SHIPPING CO.,LTD 

   ２７.７９ｍ（Lr）×９.００ｍ×３.２３ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２,５０１kＷ（１,１７７kＷ、１,３２４k

Ｗ）、１９８９年１月１７日 

Ｃ 台船 K S C
ケイエスシー

-SUPER
ス ー パ ー

70（大韓民国籍）、４,７５０トン 

   なし、DONGAH GEOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD 

   ７０.００ｍ×３０.００ｍ×４.５０ｍ、鋼 

   機関なし、１９９６年１月（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍） 男性 ５６歳 

   二級航海士（大韓民国発給） 

    交付年月日 ２０１１年８月１７日 

          （２０１６年８月１６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ（大韓民国籍） 男性 ６０歳 

   三級航海士（大韓民国発給） 

    交付年月日 ２０１２年１１月９日 

          （２０１７年１１月８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし  

Ｂ 全損 
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Ｃ 全損 

 事故の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｂ船は、船長Ｂ、航海士Ｂほか３人が乗り組み、Ｃ船に長さ約３０

０ｍのえい
．．

航索を取り、Ａ船をＣ船に左舷着けさせて支援する態勢と

し、Ｂ船の船尾からＣ船の船尾まで約３３０ｍの引船列（以下「Ｂ船

引船列」という。）として約４～５ノット（kn）の速力（対地速力、

以下同じ。）により、静岡県伊豆
い ず

半島南方沖から和歌山県串本町潮
しおの

岬

南方沖に向けて直航するため、西南西進していた。 

 船長Ｂは、平成２５年１２月９日１３時００分ごろ、大島東方沖で

沿岸波浪２４時間予想図を見て波が高くなることを知り、船長Ａと協

議の上、串本町串本港東方沖に避泊することにし、針路を右に転じて

北西進した。 

 船長Ｂは、１４時４０分ごろ、大島北方の水深約３０ｍ底質砂の場

所において、Ｃ船の後部に備えた重量約８ｔの右舷ストックアンカー

を投下し、錨に接続した直径４８mm の鋼製ワイヤロープを延ばして

長さ約２５０ｍとした後、Ｂ船をＣ船に右舷着けして機関を止めて錨

泊を始めた。 

 船長Ｂは、航海士Ｂと共に走錨の監視に当たり、停泊当直に就いて

いたところ、次第に波浪による上下動が大きくなり、１０日０３時２

０分ごろ、レーダーを見ていた航海士Ｂが、約２～３kn の速力で走

錨していることを認めたので、航海士Ｂ及び機関長ＢをＣ船に移乗さ

せ、重量約８ｔの左舷ストックアンカーを投下させ、ワイヤロープを

約１５０ｍ延ばさせた。 

 船長Ｂは、走錨が続いていることを知って乗揚の危険を感じ、Ａ船

及びＢ船を全速力後進としたが、走錨を止めることができず、０４時

１０分ごろ、樫野埼灯台から真方位３３５°２.５Ｍ付近において、

Ｃ船が浅所に乗り揚げた。 

 Ａ船は、係船索を切断して直ちにＣ船から離脱したが、Ｂ船は、船

底部に衝撃を感じて右舷機が停止し、係船索を放して左舷機のみで離

脱したものの、圧流され、浅所に乗り揚げた。 

 船長Ｂは、０４時４０分ごろ海上保安部に本事故の発生を通報し、

０７時５０分ごろ、機関室に浸水したことから、救助の要請を行い、

海上保安庁のヘリコプターにＢ船の乗組員全員が救助された。 

（付図１ Ｂ船の航行経路図、付図２ Ｂ船引船列えい
．．

航状況、付図

３ Ｂ船の航行経路図（拡大）、付表１ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜

粋） 参照） 

 気象・海象 

 

 (1) 気象 

   ① Ｂ船乗組員の観測値 

    天気 雨、風向 南南東、風力 １０、視程 約５Ｍ 

  ② 気象観測値 

   ａ 本事故発生場所の西南西方約１０km に位置する潮岬地域
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気象観測所の本事故当日の観測値は、次のとおりであった。

時刻 降水量 １０分間平均 最大瞬間 
気温

（℃）（時：分） （mm） 風向 
風速

（m/s）
風向 

風速

（m/s） 

03:20 0.5  南南東 10.8 南南東 19.5  16.8 

03:30 0.0  南南東 10.8 南南東 17.4  16.9 

03:40 0.0  南 10.9 南 20.5  16.8 

03:50 0.5  南 11.1 南 24.0  16.8 

04:00 0.5  南 10.6 南南東 20.0  17.0 

04:10 2.5  南 13.1 南 22.5  16.3 

   ｂ 気象警報、注意報の発表状況 

      名古屋地方気象台では、１２月８日２３時３０分に東海海

域に海上風警報を、９日０５時３０分に海上強風警報を、同

日１１時４５分に次第に南の風が強まり、最大風速は４０kn

（２０m/s）に達する見込みをそれぞれ発表し、本事故当時

も継続していた。 

 (2) 海象 

  ① 潮汐 下げ潮の末期 

  ② Ｂ船乗組員の観測 

    波向 南南東 波高 約３～４ｍ  

 ③ 全国港湾海洋波浪情報網（ナウファス）による波浪観測値 

    潮岬（本事故発生場所の南西方約１１km）における本事故

当日の波浪観測値（波高）は、次のとおりであった。 

時刻 

（時：分） 

平均波 有義波 １/10 波 最高波 波向

波高（ｍ） 波高（ｍ） 波高（ｍ） 波高（ｍ） （゜）

12 月 10 日 03:20 2.37  3.56  4.43  5.97  184 

03:40 2.29  3.76  4.93  7.02  196 

 04:00 2.37  3.90  4.94  6.75  192 

 「有義波」とは、ある地点で連続する波を観測したとき、波高の高

い方から順に全体の１／３の個数の波を選び、これらの波高及び周期

を平均したものをいう。１／３最大波ともいう。 

 その他の事項  Ｃ船は、高さ約６０ｍ、直径約２ｍ、１本の重さ約１２０t の杭打

ち機３本などで総重量約２,３００ｔの土壌改良工事用の設備を備え

ており、風の影響が極めて大きい特殊な台船であった。 

 Ｃ船は、国内の土木会社から、国内の仲介業者を経て大韓民国の土

木建設業者に売却され、Ｂ船引船列の運航会社が、えい
．．

航作業を行っ

ていた。 

 Ｂ船引船列は、静岡県御前崎
お ま え ざ き

市御前埼、潮岬、九州南方沖を経る約

９５０Ｍの航程を平均速力４.５kn で航行し、約９日間の予定で大韓
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民国釜山
プ ザ ン

港に向かっており、Ｂ船の喫水が、船首約３.０ｍ、船尾約

３.３ｍ、Ｃ船の喫水が船首尾共に約２.３ｍであった。 

 Ｂ船は、Ｂ船引船列の運航会社が作成したえい
．．

航計画に基づき、１

１月２７日にＢ船単独でＣ船のえい
．．

航を開始したものの、浦賀水道航

路南口で強風のため、えい
．．

航ができなくなり、タグボート１隻の支援

を受けて千葉県千葉港に引き返し、Ｂ船引船列の運航会社がＡ船を大

韓民国から呼び寄せ、Ｂ船引船列を構成し、１２月６日に千葉港を出

港した。 

 船長Ｂは、これまでに建造中の船体ブロックを積載した台船を大韓

民国から瀬戸内海を経由して日本国内の造船所に幾度もえい
．．

航した経

験があったが、Ｃ船のような特殊な台船をえい
．．

航するのは初めてであ

った。 

 Ｂ船引船列は、えい
．．

航計画において、潮岬以東における避泊地とし

て伊勢湾を選定していたが、潮岬南方沖に向けて西南西進中、荒天を

避ける際、船長Ｂが、これまでえい
．．

航した台船と同じように運航すれ

ばよいと思い、航程が長い伊勢湾には向かわず、最も近い大島北方沖

に避泊することにした。 

 船長Ｂは、海図及び水路誌を保有していたものの、大島北方の避泊

地の状況、風向による影響を事前に検討していなかった。 

 Ｃ船の前船舶所有者及び仲介業者は、Ｂ船引船列の運航会社がこれ

までにＣ船のような特殊な台船をえい
．．

航した経験がなかったことか

ら、Ｂ船引船列の運航会社に対し、次の事項を助言していた。 

 ① 荒天時の避泊が容易となるよう、陸岸に沿う針路とすること。

 ② Ｃ船の航行が可能な限界は、風速１０m/s、波高２ｍであるこ

と。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ あり、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ あり 

 Ｂ船引船列は、荒天を避ける際、船長Ｂが、これまでえい
．．

航した台

船と同じように運航すればよいと思い、大島北方沖に錨泊していたこ

とから、風力６の南風及び有義波高約４ｍの波を南南東から受け、北

方に圧流され、Ｂ船及びＣ船が浅所に乗り揚げたものと考えられる。

原因  本事故は、夜間、Ｂ船引船列が、荒天を避ける際、船長Ｂが、これ

までえい
．．

航した台船と同じように運航すればよいと思い、大島北方沖

に錨泊していたため、風力６の南風及び有義波高約４ｍの波を南南東

から受け、北方に圧流され、Ｂ船及びＣ船が浅所に乗り揚げたことに

より発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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 風の影響が極めて大きい台船をえい
．．

航する際、以下の事項に留意す

る必要がある。 

① 天候の悪化が予想される場合には、えい
．．

航計画で予定した避泊

地に早期に入ること。 

② えい
．．

航計画中の避泊地に容易に入ることができるよう、陸岸に

沿う針路とすること。 

③ 冬季における日本近海の気象状況を考慮し、気象情報を前広に

確認すること。 

④ えい
．．

航経験が豊富な運航会社等の助言を十分に考慮してえい
．．

航

作業を行うこと。 

 

付図１ Ｂ船の航行経路図 
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付図２ Ｂ船引船列えい
．．

航状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図３ Ｂ船の航行経路図（拡大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表１ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時　刻 北　緯 東　経 船首方位 対地針路 対地速力

(時：分：秒) （°-′-″） （°-′-″） （°） （°） （kn）

2013/12/9 13:00:10 33-28-13.7 135-57-43.3 － 253 5.6
  14:00:51 33-29-46.7 135-51-29.5 － 286 3.0
  14:41:52 33-29-27.3 135-50-44.0 － 237 0.2

  2013/12/10  3:19:33 33-29-38.4 135-50-39.9 － 319 2.6
  3:20:12 33-29-39.4 135-50-39.1 － 327 1.8
  3:30:12 33-29-58.0 135-50-32.8 － 352 1.9
  3:40:13 33-30-13.4 135-50-26.0 － 348 2.2
  3:50:52 33-30-31.7 135-50-22.7 － 027 0.8
  4:00:23 33-30-33.2 135-50-25.9 － 255 1.5

4:09:52 33-30-39.6 135-50-28.0 － 020 0.4


